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後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
は
毎
年
8
月
に

決
定
し
ま
す
。
保
険
料
は
、
医
療
費
の
増
加

な
ど
を
考
慮
し
、
2
年
に
一
度
改
定
さ
れ
ま

す
。平

成
24
・
25
年
度
の
保
険
料
は
次
の
と
お

り
で
す
。

■
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
と
は

75
歳
以
上
の
人
全
員
（
65
歳
以
上
の
人

で
一
定
の
障
害
が
あ
り
、
静
岡
県
後
期
高

齢
者
医
療
広
域
連
合
の
認
定
を
受
け
た
人

を
含
む
）
が
加
入
す
る
医
療
保
険
制
度
で

す
。こ

の
制
度
は
、
県
内
全
市
町
で
設
立
し

た
静
岡
県
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
が

運
営
を
行
い
、
申
請
の
受
け
付
け
な
ど
の

窓
口
業
務
や
保
険
料
の
徴
収
は
各
市
町
で

行
っ
て
い
ま
す
。

8月1日以降にお使いいただく保険
証は、上の「黄色い封筒」で市役所か
ら自宅に7月中旬以降に郵送されます。

■
限
度
額
適
用
・
標
準
負
担
額
減
額

　

認
定
証
を
お
持
ち
の
人
へ

認
定
証
も
8
月
1
日
か
ら
新
し
く
な
り

ま
す
。

新
し
い
認
定
証
は
、
7
月
中
旬
以
降
に

郵
送
し
ま
す
。

　

な
お
、
更
新
の
た
め
の
手
続
は
必
要
あ

り
ま
せ
ん
。

後
期
高
齢
者
医
療
被
保
険
者
証
が

　
　
新
し
く
な
り
ま
す

平成24・25年度
後期高齢者医療
 保険料について 

1
年
間
の
保
険
料
の
計
算
方
法

○
問
い
合
わ
せ

　
国
民
健
康
保
険
課
　
高
齢
者
医
療
担
当
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前
年
の
総
所
得
金
額
等

－

33
万
円

　
　
　
　  （
旧
た
だ
し
書
き
所
得
）

平
成
24
年
度
の
保
険
料
に
つ
い
て
は
、
8

月
中
旬
に
市
役
所
か
ら
通
知
し
ま
す
。
詳
し

く
は
、
左
記
へ
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

75歳以上
の人へ

8月1日
から

「藤色」から「緑色」
に変わります

7月31日まで

↑保険証が封入される封筒

 8月1日から

旧

新

見本 　

現
在
、
使
用
し
て
い
る
「
藤
色
」
の
保
険
証
の
有
効
期
限
は
7
月
31

日
ま
で
で
す
。
8
月
１
日
か
ら
は
、
ご
自
宅
に
郵
送
さ
れ
る
「
緑
色
」

の
保
険
証
を
使
用
し
て
く
だ
さ
い
。

有効期限 7 月 31日を過ぎた「藤色」
の保険証は使用できません。個人情報
の取り扱いに注意し、処分してくださ
い。
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